
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１章 総   則 



 

 

 

（目 的）                                           

第１条   この健康保険組合（以下「組合」という。）は、健康保険法（大正１１年法律第 

       ７０号。以下「法」という。）に基づき、この組合の組合員である被保険者の健 

       康保険を管掌することを目的とする。                     

                                              

                                       

                   

                                               

                                           

                           

                      

                  

              

                                              

                                

           

           

            

              

           

                   

            

               

               

               

              

              

                     

                         

                            

       

         

         

         

         

 



 

 

 

（組合の名称）                                      

  第２条     この組合は、三菱製紙健康保険組合という。 

                              

                                                

                                              

                                     

           

                                

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                               

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  



 

 

 

（組合の事務所等） 

  第３条      この組合の事務所は、次の場所に置く。 

          東京都墨田区両国二丁目１０番１４号  

                 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

（付則） 

   １．昭和４３年 ４月 １日 兵庫県高砂市高砂町栄町１０５番地に従たる事務所（関西支部） 

   設立 

   ２．平成 ４年 ４月 １日 青森県八戸市大字河原木字青森谷地に従たる事務所（東北支部） 

   設立 

 

   ３．従たる事務所 兵庫県高砂市高砂町栄町１０５番地 

       従たる事務所 青森県八戸市大字河原木字青森谷地 の削除は届出の日から施行し、 

       平成１４年 ４月 １日から適用する。 

 

  ４．この規約は、平成２４年７月１７日から施行する。 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  



 

 

 

（事業所の名称及び所在地） 

 第４条   この組合が設立されている事業所の名称及び所在地は次の通りとする 

       三菱製紙株式会社                       東京都墨田区 

       三菱製紙労働組合                   東京都墨田区 

       三菱王子紙販売株式会社                東京都墨田区 

       東邦特殊パルプ株式会社                栃木県小山市 

       三菱製紙エンジニアリング株式会社 西日本事業部 兵庫県高砂市 

 

（付則）                   

 １．平成９年７月１日 東邦特殊パルプ株式会社 編入               

 ２．中川紙業株式会社 東京都葛飾区 の削除は届出の日から施行し、平成13年7月1月から 

    適用する。 

 ３.  平成１5年4月１日 エム・ピ－・エム・シェア－ドサ－ビス株式会社  編入 

 ４．  三菱製紙株式会社 中川工場  東京都葛飾区 の削除は届出の日から 施行し、 

       平成15年6月28日から適用とする。 

 ５．「三菱製紙労働組合 東京都葛飾区」を「三菱製紙労働組合 東京都千代田区」に改め、 

   平成１７年１月２４日から施行する。 

 ６．「三菱製紙株式会社 北上工場  岩手県北上市」を「三菱製紙株式会社 北上事業所  岩 

   手県北上市」に改め、平成１７年４月１日から施行する。 

 ７．「エム・ピ－・エム・シェア－ドサ－ビス株式会社  東京都千代田区」の次に「北上ハイ 

   テクペーパー株式会社 岩手県北上市」を加え、認可の日から施行し、平成１７年６月２１ 

  日から適用する。 

 ８．「三菱製紙健康保険組合  東京都千代田区」を削り、平成１７年７月２１日から施行する。 

 ９．「三菱製紙株式会社白河工場を白河事業所に北上事業所を北上事業本部」に名称変更、「菱 

   紙株式会社本社を東京都中央区から東京都千代田区」に所在地変更、「菱紙株式会社高砂 

営業所及び八戸営業所」を削り、平成２２年７月１日から施行する。 

１０．「三菱製紙販売株式会社 本社 東京都中央区」を「三菱製紙販売株式会社 東京都中央区」に 

    改め、平成２３年４月１日から施行する。  

１１．「三菱製紙販売株式会社 大阪支店 大阪市中央区」を削り、平成２３年４月１日から施行す 

   る。 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

１２．「ＫＪ特殊紙株式会社 静岡県富士市」を追加し、認可の日から施行し、平成２３年１０月 

    １日から適用する。 

 

１３． この規約は、平成２４年７月１７日から施行する。 

 

１４． 「同 高砂工場 兵庫県高砂市」、「同 八戸工場 青森県八戸市」、「同 京都工場 

 京都府長岡京市」、「同 白河事業所 福島県西白河郡」、「同 北上事業本部 岩手県北

上市」を削り、平成２９年１２月１日から施行する。 

 

１５．「三菱製紙販売株式会社 本社 東京都中央区」を「三菱製紙販売株式会社 東京都墨田区」に 

   改め、令和 元年５月７日から施行する。 

 

１６．「三菱製紙販売株式会社 本社 東京都墨田区」を「三菱王子紙販売株式会社 東京都墨田区」 

   に改め、令和 元年１１月１日から施行する。 

 

１７．「エム・ピー・エム・シェアードサービス株式会社  東京都墨田区」を削り、令和２年１０月

１日から施行 

する。 

 

１８．「北上ハイテクペーパー株式会社  岩手県北上市」を削り、令和５年４月１日から施行する。 

 

１９．「菱紙株式会社本社」、「菱紙株式会社中川営業所、」「高砂紙業株式会社」、「菱工株式 

会社」を削り、令和６年４月１日から施行する。「三菱製紙エンジニアリング西日本事業部」 

を追加して、認可の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

２０．「ＫＪ特殊紙株式会社」を削り、令和６年７月１日から施行する。 


